
敬老祝い金支給事業の
見直しについて

健康課
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〇事業目的

・本町居住高齢者に対する

長寿と健康の祝福（敬老意識の高揚）

・住民福祉の向上への寄与

⇒節目年齢高齢者へ敬老祝金の支給
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〇中井町敬老祝金給付条例（１）

（目的）
第１条 この条例は、本町居住の高齢者に対し、長寿と健康を祝福
し、敬老祝金（以下「祝金」という。）の給付を行い、住民福祉
の向上に寄与することを目的とする。

（祝金の額）
第２条 祝金の給付金額は、次のとおりとする。
（１）満80歳及び満85歳の者 年額 5,000円
（２）満88歳、満90歳及び満95歳の者 年額 10,000円
（３）満99歳の者 年額 20,000円
（４）満100歳以上の者 年額 30,000円
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〇中井町敬老祝金給付条例（２）

（受給資格）
第３条 祝金の受給資格は、毎年9月15日現在において、本町に
３か月以上居住する町民とし、同日をもって前条各号に掲げる
年齢に達した者とする。

（祝金の支給）
第４条 祝金は前条に規定する受給資格者に対し、毎年9月15日に
支給する。

（規則への委任）
第５条 この条例の施行について、必要な事項は町長が別に定める。
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〇中井町敬老祝金給付条例施行規則

第１条 この規則は、中井町敬老祝金給付条例（平成１２年３月
２７日中井町条例第５号）の実施に関し必要な事項を定めるも
のとする。

第２条 祝金受給が次の各号の一に該当したときは、祝金の給付
を受ける資格を失う。
（１）死亡したとき。
（２）本町の住民でなくなったとき。

第３条 便宜上の事由をもつて単に本町内に住居のみを移し、他
市町村内に在住中の者及び本町に住民登録の手続きをなさず居
住中の者には本条例に基づく給付はこれを行わない。

第４条 祝金給付の事務を処理するため次に掲げる帳簿を備えつ
けるものとする。
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〇事業概要（１）

１．対象年齢と支給額
８０歳・８５歳 ５，０００円

８８歳・９０歳・９５歳 １０，０００円

９９歳 ２０，０００円

１００歳以上 ３０，０００円

２．受給資格
毎年９月１５日を基準日として、町に３か月以上居住する町民
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〇事業概要（２）

３．支給方法
民生委員による戸別訪問による手渡し

・地区別に２３人の委員が担当

・一人当たり配布人数 ５～２５人

・一人当たり配布額 ３～２０万円

４．支給時期
敬老の日前後
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〇提案着眼点
必要性

必然性

緊急性

実効性

時代即応性

持続可能性

受益者負担原則

自治体で行うべき業務であるか

５

４

３

２

１

０
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〇事業の変遷（１）

・平成１２年度【制度創設】 ※75歳以上の高齢者へ一律支給

対象者６０９人 決算額 2,918,000円
75～79歳 3,000円 80～89歳 5,000円

90歳以上 10,000円

・平成２１年度【年齢改定】※80歳以上の高齢者一律に支給

対象者５５７人 決算額 4,348,000円
80～89歳 5,000円 90歳以上 10,000円

出典元：神奈川県年齢別人口統計調査 9/26



〇事業の変遷（２）

・平成２９年度【金額・年齢改定】※節目年齢支給に変更

対象者２３７人 決算額 1,730,000円

80歳・85歳 5,000円

88歳・90歳・95歳 10,000円

99歳 20,000円

100歳以上 30,000円
出典元：神奈川県年齢別人口統計調査
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〇現状（令和３年度見込）

１．年齢別支給額
８０歳・８５歳 ９５０，０００円 190人

８８歳・９０歳・９５歳 ７６０，０００円 76人

９９歳 ６０，０００円 3人

１００歳以上 ２４０，０００円 8人

２．総支給額
２７７人 ２，０１０，０００円
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〇過去５年間推移

実施年度 Ｈ２８年 Ｈ２９年 Ｈ３０年 Ｒ１年 Ｒ２年

対象者数 ７００人 ２３０人 ２３９人 ２４３人 ２６９人

決算額 4,230
千円

1,730
千円

1,760
千円

1,865
千円

2,080
千円

節 目一 律
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〇過去５年間推移（実績額）

Ｈ２８年 Ｈ２９年 Ｈ３０年 Ｒ１年 Ｒ２年

80歳 2,780,000 435,000 475,000 460,000 530,000

85歳 0 275,000 265,000 285,000 290,000

88歳 0 450,000 440,000 350,000 440,000

90歳 1,450,000 240,000 260,000 390,000 360,000

95歳 0 90,000 140,000 100,000 110,000

99歳 0 60,000 60,000 100,000 80,000

100歳～ 0 180,000 120,000 180,000 270,000

4,230,000 1,730,000 1,760,000 1,865,000 2,080,000
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単位：円
※H28年のみ区分は80～89歳及び90歳以上



〇今後５年間見込み
（現行同様の実施）

実施年度 Ｒ４年 Ｒ５年 Ｒ６年 Ｒ７年 Ｒ８年

対象者数 ３０２人 ３５７人 ４３１人 ４４５人 ４６２人

予算額 2,415
千円

2,875
千円

3,550
千円

3,855
千円

4,130
千円

14/26



〇今後５年間推移（給付見込額）

Ｒ４年 Ｒ５年 Ｒ６年 Ｒ７年 Ｒ８年

80歳 495,000 725,000 790,000 710,000 615,000

85歳 390,000 410,000 440,000 515,000 605,000

88歳 510,000 470,000 690,000 800,000 820,000

90歳 380,000 410,000 510,000 490,000 690,000

95歳 190,000 150,000 350,000 320,000 210,000

99歳 120,000 200,000 260,000 300,000 380,000

100歳～ 330,000 510,000 600,000 720,000 810,000

2,415,000 2,875,000 3,640,000 3,855,000 4,130,000
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単位：円



〇足柄上郡５町の状況

自治体 中井町 大井町 松田町 山北町 開成町

対象・
支給額

80歳 5,000円
85歳 5,000円
88歳 10,000円
90歳 10,000円
95歳 10,000円
99歳 20,000円

100歳以上 30,000円

77歳 5,000円
88歳 10,000円
99歳 20,000円
100歳 30,000円

88歳 10,000円

99歳 50,000円

100歳 50,000円

【地域振興券】
77歳 5,000円
80歳 5,000円
88歳 10,000円
90歳 10,000円
99歳 20,000円
100歳 30,000円

88歳 10,000円

100歳 50,000円

支給方法
民生委員手渡し
１００歳以上のみ

町長訪問

77歳、88歳
民生委員手渡し
99歳、100歳
町長訪問

口座振込
※コロナ対応のため

郵送
（簡易書留）

口座振込
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〇近隣町の状況

箱根町 真鶴町 湯河原町

80歳 5,000円

90歳 10,000円

100歳 20,000円

【地域振興券】
77歳 5,000円

【祝金】
88歳 10,000円
99歳 20,000円
100歳 30,000円

77歳 5,000円

88歳 10,000円

100歳 30,000円

口座振込 窓口手渡し 口座振込
※コロナ対応のため

二宮町 大磯町

【地域振興券】
88歳 20,000円

100歳 30,000円

88歳 10,000円

99歳 10,000円

100歳 10,000円

郵送
※コロナ対応のため

口座振込
※コロナ対応のため
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〇近隣市の状況

自治体

対象・
支給額

支給方法

小田原市

88歳 10,000円

100歳 50,000円

民生委員
手渡し

南足柄市

100歳
50,000円

市長訪問

伊勢原市

【記念品】
88歳 3,000円

【祝金】
100歳 20,000円

祝金 口座振込
記念品 郵送

秦野市

88歳 5,000円

100歳 30,000円

民生委員
手渡し
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〇課 題

１．施策転換の必要性
現金給付からサービス給付へ

２．支給方法
民生委員による手渡し

３．対象の妥当性

平均寿命 女性87.74歳 男性81.64歳（2020年度厚生労働省調査）

長寿を祝福する目的との整合性
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〇提案概要

１．対象年齢の引き上げ

２．支給方法の見直し

３．支給内容の見直し
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〇改善策（１）

１．支給年齢の引き上げ

７段階 ⇒ ３段階 （８０歳、９０歳、１００歳）

２．支給方法の見直し
民生委員手渡し⇒口座振込

21/26



〇今後５年間見込み
（支給年齢見直し実施）

実施年度 Ｒ４年 Ｒ５年 Ｒ６年 Ｒ７年 Ｒ８年

対象者数 １４０人 １９２人 ２１９人 ２０４人 ２０８人

予算額 965
千円

1,315
千円

1,600
千円

1,590
千円

1,785
千円

支給年齢見直しによる効果
見直し前（R4～R8総額） １６，４４５千円

見直し後 ７，１６５千円

削減額 ９，２８０千円 22/26



〇今後５年間改定後推移（額見込）

Ｒ４年 Ｒ５年 Ｒ６年 Ｒ７年 Ｒ８年

80歳 495,000 725,000 790,000 710,000 615,000

90歳 380,000 410,000 510,000 490,000 690,000

100歳 90,000 180,000 300,000 390,000 480,000

965,000 1,315,000 1,600,000 1,590,000 1,785,000
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単位：円



〇改善策（２）

３．支給内容の見直し
①現金支給から祝品へ変更（地域振興券「きら」）等

②現金支給からサービス支給への転換

【施策例】
■移動手段の確保

公共交通機関利用促進事業
地域公共交通機関利用促進事業
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〇考 察

・条例制定当時と現在では社会情勢が異なり、

祝金＝福祉の増進・敬老意識の高揚ではない

・高齢者の一部ではなく、全体へのサービス提供を

可能とする施策展開が必要

・高齢者と行政、両サイドの視点・ニーズを結合させる
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ご清聴ありがとうございました。
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